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○志木市既存建築物耐震診断、耐震設計及び耐震改修補助金交付規程 

平成17年３月18日告示第38号 

改正 

平成19年11月13日告示第119号 

平成21年３月31日告示第119号 

平成22年２月15日告示第17号 

平成22年４月１日告示第74号 

平成22年６月１日告示第129号 

平成24年４月１日告示第56号 

平成24年６月１日告示第112号 

平成26年３月25日告示第62号 

平成27年３月30日告示第57号 

平成28年３月28日告示第44号 

平成29年３月21日告示第52号 

令和３年３月30日告示第60号 

令和５年２月１日告示第16号 

令和６年３月14日告示第39号 

令和８年３月10日告示第22号 

志木市既存建築物耐震診断、耐震設計及び耐震改修補助金交付規程 

（目的） 

第１条　この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第６条第１項

の規定に基づき策定した志木市建築物耐震改修促進計画に定める建築物の耐震化の基本的な方針

にのっとり地震による既存の建築物の倒壊を防止するため、耐震診断、耐震設計及び耐震改修を

行った者に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、安全な建築物の整備の促進を図る

とともに、防災意識の啓発の推進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１)　戸建住宅　自己の居住の用に供する建築物をいい、併用住宅（建築基準法（昭和25年法律

第201号）別表第２（い）項第２号に規定する住宅をいう。）を含むものとする。 
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(２)　共同住宅　建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」と

いう。）に規定する区分所有者（以下「区分所有者」という。）の居住の用に供する建築物を

いう。 

(３)　安全支援住宅　災害時に避難し、又は避難所において生活することが困難な障がい者、高

齢者等で、別に定める基準に該当するものが居住する戸建住宅をいう。 

(４)　特定居住者団体　共同住宅における団体であって、次のいずれかに掲げるものをいう。 

ア　区分所有法第３条に規定する団体 

イ　アに掲げる団体が組織されていない場合にあって、耐震診断、耐震設計及び耐震改修を行

うことを目的として組織され、並びに単体で建築された共同住宅の区分所有者の団体 

(５)　耐震診断　次のア及びイに掲げる建築物の構造の区分に従い、当該ア及びイに定める建築

物が地震に対する安全性を保有しているかどうかを評価するための調査に基づく判定をいう。 

ア　木造建築物　別に定めるところにより名簿に登録された建築士（建築士法（昭和25年法律

第202号）第２条第１項に規定する建築士をいう。）が一般財団法人日本建築防災協会（イに

おいて「協会」という。）による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき行った判定 

イ　木造以外の建築物　建築士事務所（建築士法第23条第１項の規定により登録を受けている

ものをいう。）に勤務する同法第２条第２項の１級建築士又は同条第３項の２級建築士が行

った判定の結果を基に、協会に事務局を置く既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワ

ーク委員会に参加する団体が、同委員会の制定する耐震判定委員会設置登録要綱の規定によ

り設置した耐震判定委員会（次号において「耐震判定委員会」という。）において行われた

判定 

(６)　耐震設計　耐震判定委員会において行われた判定の結果を基に、前号イの１級建築士又は

２級建築士が行う耐震性能の向上を目的とした工事の設計であって、耐震判定委員会が必要と

認めるものをいう。ただし、建築物の主要構造部以外の部分のみが認められたものを除く。 

(７)　耐震改修　耐震診断の結果により戸建住宅、共同住宅又は安全支援住宅の地震による倒壊

に対する安全性を向上するための補強工事又は建替工事をいう。 

(８)　建替工事　現に存する戸建住宅（耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

に限る。）を除却するとともに、当該戸建住宅の存していた土地に新たに戸建住宅（建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成27年法律第53号）第２条第１項第３号に規定

する建築物エネルギー消費性能基準に適合する戸建住宅に限る。）を建築する工事（公共事業

の施行に伴うものを除く。）をいう。 
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（補助対象者） 

第３条　補助の対象となる者は、第５条又は第10条の規定による補助金の申請の日において市内に

住所を有する者であって、建築確認（建築基準法第６条第１項に規定する建築主事の確認をいう。）

を受け、昭和56年５月31日以前に着工され、及び現に同法第８条の規定に基づいた適法な状態で

居住の用に供している次のいずれかに該当する戸建住宅の所有者（建替工事後に戸建住宅を所有

することが確実であると市長が認める者を含む。）又は共同住宅（第１号に該当するものに限る。）

の区分所有者であるものとする。 

(１)　昭和56年６月１日（次号において「基準日」という。）前に着工されたこと。 

(２)　基準日前に着工され、建築完了後に増築された場合であって、当該増築に係る部分の床面

積が、当該基準日前に着工され、建築が完了した時における延べ面積のおおむね３割以内であ

ること。 

（補助金の交付回数） 

第３条の２　耐震診断、耐震設計及び耐震改修の補助金の交付は、同一の建築物につき、それぞれ

１回限りとする。 

（耐震診断又は耐震設計の補助金交付額及び限度額） 

第４条　耐震診断又は耐震設計の補助金交付額及び限度額は、次に掲げるとおりとする。ただし、

補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

(１)　耐震診断　次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める額 

ア　戸建住宅及び安全支援住宅　耐震診断に要した費用の相当額で、100,000円を限度額とする。 

イ　共同住宅　１棟当たり耐震診断に要した費用の３分の２以内で、第３条の規定による補助

対象者の居住戸数に50,000円を乗じて得た額（その額が別表第１の左欄に掲げる共同住宅の

補助対象者の居住戸数に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を超えるときは、当該額）を限

度額とする。 

(２)　耐震設計　１棟当たり耐震設計に要した費用の３分の２以内で、前号イに規定する額を限

度額とする。 

（耐震診断又は耐震設計の計画認定兼補助金交付申請） 

第５条　耐震診断又は耐震設計の補助金の交付を受けようとする者（共同住宅にあっては、特定居

住者団体の代表者）は、志木市耐震診断（耐震設計、耐震改修）計画認定兼補助金交付申請書（第

１号様式）に、別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。 

（耐震診断又は耐震設計の計画認定兼補助金交付決定通知） 
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第６条　市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、その結果を志木市耐

震診断（耐震設計、耐震改修）計画認定兼補助金交付決定（変更）通知書（第２号様式）により

申請した者に通知するものとする。 

（耐震診断又は耐震設計の完了報告兼補助金交付請求） 

第７条　前条の規定による通知を受けた者は、耐震診断又は耐震設計が完了したときは、志木市耐

震診断（耐震設計、耐震改修）完了報告兼補助金交付請求書（第３号様式）に、別に定める書類

を添えて市長に提出しなければならない。 

２　前項の規定による請求は、同項の通知を受けた日の属する年度の１月31日までに行うものとす

る。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。 

（補助金の交付） 

第８条　市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに耐震診断又は耐震設計に係る補

助金を交付するものとする。 

（耐震改修の補助金交付等） 

第９条　耐震改修の補助金交付額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、租税特別措置法（昭

和32年法律第26号）第41条の19の２第１項の規定の適用の対象となる耐震改修に対する補助金交

付額については、当該合計額から第２号に掲げる額を控除した額とする。 

(１)　次のアからウまでに掲げる住宅の区分に応じ、当該アからウまでに定める額 

ア　戸建住宅　耐震改修に要した費用の５分の１以内で、400,000円を限度額とする。 

イ　共同住宅　１棟当たり耐震改修に要した費用の３分の１以内で、第３条の規定による補助

対象者の居住戸数に300,000円を乗じて得た額（その額が別表第２の左欄に掲げる共同住宅の

補助対象者の居住戸数に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を超えるときは、当該額）を限

度額とする。 

ウ　安全支援住宅　耐震改修に要した費用の相当額で、800,000円を限度額とする。 

(２)　租税特別措置法第41条の19の２第１項の規定による所得税額の特別控除の額 

２　耐震改修の元請負工事（戸建住宅及び安全支援住宅に係るものに限る。）が市内事業者（市内

に本店を有する法人事業者又は市内に住所を有する個人事業所であるものをいう。次項において

同じ。）によって施工される場合における補助金交付額は、前項の規定にかかわらず、同項に定

める額に、200,000円を加算した額とする。 

３　耐震改修（共同住宅に係るものに限る。）が建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の

許可を受けた市内事業者によって施工される場合における補助金交付額は、第１項の規定にかか



5/8

わらず、同項に定める額に、当該市内事業者が同法第２条第５項に規定する元請負人（以下この

項において「元請負人」という。）であるときは当該額に100分の20を、同条第５項に規定する下

請負人（以下この項において「下請負人」という。）であるときは当該額に100分の10を乗じて得

た額を加算した額とする。ただし、元請負人及び下請負人が共に市内事業者である場合において

も、当該加算する額は、第１項に定める額に100分の20を乗じて得た額を超えることはできない。 

４　前３項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を

補助金交付額とする。 

（耐震改修の計画認定兼補助金交付申請） 

第10条　耐震改修の補助金の交付を受けようとする者（共同住宅にあっては、特定居住者団体の代

表者）は、志木市耐震診断（耐震設計、耐震改修）計画認定兼補助金交付申請書に、別に定める

書類を添えて市長に申請しなければならない。 

（耐震改修の計画認定兼補助金交付決定等の通知） 

第11条　市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、その結果

を志木市耐震診断（耐震設計、耐震改修）計画認定兼補助金交付決定（変更）通知書により申請

した者に通知するものとする。 

（耐震改修等の内容の変更届） 

第12条　前条の規定による通知を受けた者が、耐震改修又は第10条の規定による申請の内容を変更

しようとするときは、志木市耐震改修等変更届（第４号様式）に、当該内容を確認することがで

きる書類を添えて、市長に届け出なければならない。 

２　前条の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。 

（耐震改修の完了報告兼補助金交付請求） 

第13条　第11条（前条第２項において準用する場合を含む。第14条の２第１項において同じ。）の

規定による通知を受けた者は、耐震改修が完了したときは、志木市耐震診断（耐震設計、耐震改

修）完了報告兼補助金交付請求書に、別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２　前項の規定による請求は、同項の通知を受けた日の属する年度の１月31日までに行うものとす

る。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。 

（補助金の交付） 

第14条　市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに耐震改修に係る補助金を交付す

るものとする。 

（補助金交付請求の代行） 
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第14条の２　第６条又は第11条の規定による通知を受けた者（以下この条において「申請者」とい

う。）の配偶者又は３親等以内の親族（次項において「配偶者等」という。）は、当該申請者が

第７条又は第13条の規定による請求（以下この条において「交付請求」という。）をする前に死

亡したときは、当該申請者に代わって交付請求をすることができる。 

２　前項の規定により交付請求をすることができる配偶者等は、当該交付請求をする日において市

内に住所を有し、かつ、第３条各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 

（補助金交付決定の取消し等） 

第15条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 

(１)　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。 

(２)　補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他のこの告示の規定に違反したとき。 

２　市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、志木市耐震診断（耐震設計、

耐震改修）補助金交付決定取消通知書（第５号様式）により、通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第16条　市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交

付しているときは、志木市耐震診断（耐震設計、耐震改修）補助金交付額返還請求書（第６号様

式）により、申請者に期限を定めて返還させることができる。 

（申請者に対する指導等） 

第17条　市長は、申請した者に対して建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な

指導及び助言をすることができる。 

（その他） 

第18条　この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この告示は、平成17年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２　この告示は、令和13年３月31日限り、その効力を失う。 

３　この告示の失効前に第７条の規定により耐震診断の補助金の交付申請をした者に係る補助金の

交付については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以後も、なお従前の例による。 

（補助金交付額の特例） 



7/8

４　平成27年４月１日から同年９月30日までの間に第５条の規定により耐震診断（共同住宅に係る

ものに限る。）の補助金の交付申請をした者に係る補助金交付額については、第４条第２号の規

定にかかわらず、同号の規定により算定した額に、当該共同住宅の補助対象者の居住戸数に10,000

円を乗じて得た額を加算するものとする。 

附　則（平成19年告示第119号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附　則（平成21年告示第119号） 

この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

附　則（平成22年告示第17号） 

この告示は、平成22年４月１日から施行する。 

附　則（平成22年告示第74号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附　則（平成22年告示第129号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附　則（平成24年告示第56号） 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

附　則（平成24年告示第112号） 

１　この告示は、平成24年６月１日から施行する。 

２　この告示の施行の日から平成24年12月31日までの間における第２条の規定の適用については、

同条第６号ア中「別に定めるところにより名簿に登録された建築士（建築士法（昭和25年法律第

202号）第２条第１項に規定する建築士をいう。）」とあるのは、「別に定めるところにより名簿

に登録された建築士（建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第１項に規定する建築士をいう。

以下同じ。）又は建築士事務所（同法第23条第１項の規定により登録を受けているものをいう。）

に勤務する建築士」とする。 

附　則（平成26年告示第62号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

附　則（平成27年告示第57号） 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

附　則（平成28年告示第44号） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 
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附　則（平成29年告示第52号） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附　則（令和３年３月30日告示第60号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附　則（令和５年２月１日告示第16号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附　則（令和６年３月14日告示第39号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

別表第２（第９条関係） 

 
共同住宅の補助対象者の居住戸数 金額

 
20戸以下 1,000,000円

 
21戸以上50戸以下 2,000,000円

 
51戸以上100戸以下 3,000,000円

 
101戸以上150戸以下 4,000,000円

 
151戸以上200戸以下 5,000,000円

 
201戸以上250戸以下 6,000,000円

 
251戸以上 7,000,000円

 
共同住宅の補助対象者の居住戸数 金額

 
50戸以下 5,000,000円

 
51戸以上100戸以下 10,000,000円

 
101戸以上150戸以下 15,000,000円

 
151戸以上200戸以下 20,000,000円

 
201戸以上250戸以下 25,000,000円

 
251戸以上 30,000,000円


